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　平成２０年６月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務付けられました。しかし、市内住宅の設置率は、平成
２１年４月現在で４６．９％にとどまっています。火災から命を守
るため、設置場所や種類などを確かめて必ず設置しましょう。

　

8
月
1
日
で
国
民
健
康
保
険

証
を
更
新
し
た
た
め
、新
し
い
被

保
険
者
証（
黄
色
）を
簡
易
書
留

郵
便
で
郵
送
し
ま
し
た
。医
療

機
関
で
診
療
を
受
け
る
際
は
、

必
ず
新
し
い
被
保
険
者
証
を
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。提
示
さ
れ
な

い
と
全
額
自
己
負
担
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。ま
だ
届
い
て
い

な
い
方
は
、早
急
に
受
け
取
り
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
国
民
健
康
保
険
課
）

ア
ン
テ
ナ

　

高
額
医
療･

高
額
介
護
合
算
制
度
と
は
、医
療
と
介
護
の
両
方
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

1
年
間（
毎
年
8
月
1
日
か
ら
翌
年
の
7
月
31
日
）に
支
払
っ
た
医
療

保
険
と
介
護
保
険
で
の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
、基
準
額
を
超
え
た

場
合
に
、申
請
し
認
め
ら
れ
る
と
自
己
負
担
額
を
超
え
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。支
給
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、各
医
療
保
険
者
か
ら
12
月
以

降
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証

は
届
い
て
い
ま
す
か

〜
国
民
健
康
保
険

　
　
　

 

ご
加
入
の
方
へ
〜

　
［
取
扱
窓
口
］

●

国
民
健
康
保
険
課

●

福
祉
課　

●
大
柏
出
張
所

●
南
行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー　

●
市
川
駅行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　

☎333-2116
　 消防局予防課

　

平
日
の
昼
間
、時
間
の
と
れ
な
い
方
の
た
め

に
、本
年
度
も
日
曜
日
お
よ
び
水
曜
日
の
夜
間

に
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

【
日
曜
窓
口
】9
月
6
日・
27
日
、10
月
25
日
、

11
月
15
日
、い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

【
水
曜
夜
間
窓
口
】毎
週
水
曜
日（
祝･

休
日
を

除
く
）午
後
5
時
〜
8
時

開
設
場
所

【
市
税
】

納
税
課（
☎
3
3
4

・1
1
2
2
〜
3
） 

債
権
管
理
課（
☎
3
3
4

・1
6
7
5
）        

税
務
課（
☎
3
5
9

・1
1
1
5
）

【
国
民
健
康
保
険
税
】

国
民
健
康
保
険
課 （
☎
3
3
4

・1
4
9
6
） 

日
曜･

水
曜
夜
間
の

納
税
相
談
窓
口
開
設

アンケート調査に
ご協力を
火災警報器設置促
進のため、９月から
半年ごとに、電話
やe -モニター制度
でアンケートを行い
ますので、ご協力を
お願いします。

設置はお済みですか？
住宅用火災警報器

前
9
時
〜
午
後
5
時 

※
最
終
日
は

午
後
4
時
ま
で

市
役
所
1
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

☎
3
3
4･

1
1
0
7

文
化

振
興
担
当

進
め
！
ま
ち
か
ど
探
検
隊

国
分・国
府
台
地
区
懇
談
会
の
第
1

回
は
、朗
読「
和
」の
会
に
よ
る
市
川

ゆ
か
り
の
民
話
朗
読
と
街
歩
き
で

す
。8

月
25
日（
火
）午
後
2
時
〜
4
時

（
当
日
参
加
可
）

じ
ゅ
ん
菜
池
緑
地 

茶
室「
登
龍

庵
」

☎
3
3
4･

1
1
0
7
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
3
3
6･

8
0
2
2
 
文

化
振
興
担
当

浄
化
槽
講
習
会

8
月
29
日（
土
）午
前
9
時
30
分

〜
正
午
、午
後
1
時
30
分
〜
4
時

文
化
会
館

環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
千
葉
県
協
議

会
浄
化
槽
講
習
会
担
当

☎
0
9
0･

1
7
0
6･

1
5
7
8

（
古
畑
）

☎
0
9
0･

6
0
2
8･

7
6
1
5

（
上
口
）

（
河
川・下
水
道
管
理
課
）

 

 

募
　
集

市
民
硬
式
テ
ニ
ス

ミ
ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス
大
会

 

種
目 

ミ
ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス
A・B
ク
ラ

ス
、シ
ニ
ア
ク
ラ
ス（
1
0
0
歳
以
上
）

10
月
11
日（
日
）か
ら
毎
週
日
曜

日
と
祝
日
の
午
前
8
時
45
分

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、福
栄
ス
ポ
ー

ツ
広
場市内

在
住・在
勤・在
ク
ラ
ブ・在

ス
ク
ー
ル
の
方

1
組
３
千
円

9
月
4
日（
金
）ま
で
に
、参
加
費

を
郵
便
振
替（
氏
名・住
所・電
話
番

号
と
種
目・シ
ニ
ア
は
年
齢
を
記
入
）

で
市
川
市
テ
ニ
ス
協
会（
口
座
番
号

0
0
1
5
0･

5･

5
3
7
5
2
6
）

へ
。複
数
で
の
申
し
込
み
は
、人
数
分

を
入
金
後
、リ
ス
ト
を
同
協
会
事
務

局
小
野
木
昭
雄（
〒
2
7
2
・

0
8
3
5
中
国
分
5
の
28
の
8
）へ

郵
送
。

☎
3
7
1･

2
4
5
8 

同
大
会

事
務
局（
飯
塚
）　　
（
ス
ポ
ー
ツ
課
）

時
／
市
役
所
３
階
第
2
委
員
会

室

（
W
H
O
健
康
都
市
担
当
）

◆
環
境
市
民
会
議　

9
月
2
日

（
水
）午
後
6
時
30
分
／
市
役
所
3

階 

第
1
委
員
会
室（環

境
政
策
担
当
）

◆
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

９
月
2
日（
水
）午
後
7
時
〜
8
時

30
分（
受
け
付
け
は
午
後
6
時
30

分
か
ら
）／
市
役
所
3
階 

第
4
委

員
会
室　
　
（
地
域
福
祉
支
援
課
）

 

講
座・催
し

曽
谷･

宮
久
保
方
面
の

遺
跡
史
跡
を
歩
く

9
月
6
日（
日
）午
前
8
時

（
J
R
本
八
幡
駅
北
口
集
合
〜
正
午

頃
曽
谷
解
散
）※
小
雨
実
施･

徒
歩

約
4
キ
ロ

6
0
0
円

飲
み
物

は
が
き
に「
曽
谷
・
宮
久
保
」と
、

氏
名・住
所・電
話
番
号
を
書
き
、9

月
3
日（
木
）ま
で
に
歴
史
博
物
館

（
〒
2
7
2･

0
8
3
7
堀
之
内
2

の
27
の
1
）へ
。

☎
3
7
3･

6
3
5
1
同
館 

※
当
日
の
問
い
合
わ
せ
は
☎
0
9
0

･

9
2
3
1･

4
3
8
3 

博
物
館
友

の
会
へ
。

弘
法
寺･

手
児
奈
霊
堂
の

野
外
採
拓

9
月
13
日（
日
）午
前
9
時
30
分

（
弘
法
寺
境
内
下
集
合
〜
午
後
3

時
頃
現
地
解
散
）※
雨
天
中
止

千
円（
画
仙
紙
代
な
ど
を
含
む
）

採
拓
道
具･

弁
当

は
が
き
に「
野
外
採
拓
」と
、氏

名・住
所・電
話
番
号
を
書
き
、9
月

8
日（
火
）ま
で
に
歴
史
博
物
館

（
〒
2
7
2
・
0
8
3
7
堀
之
内
2

の
27
の
1
）へ
。

☎
3
7
3･

6
3
5
1
同
館

※
当
日
の
問
い
合
わ
せ
は
☎
0
9
0

･

9
2
3
1･

4
3
8
3 

博
物
館

友
の
会
へ
。

　
　

  

市
川
手
児
奈
文
学
賞

　
　

 

10
周
年
記
念
大
賞
作
品
展

第
9
回
ま
で
の
全
大
賞
作
品
と
選

者
の
作
品
、
同
賞
の
歩
み
を
紹
介

し
ま
す
。

9
月
1
日（
火
）〜
11
日（
金
）午

的
に
行
い
ま
す
。　

　
　
　
　
　

    

（
建
築
指
導
課
）

戦
傷
病
者
の
妻
に
特
別
給
付
金

請
求
期
限
は
9
月
30
日（
水
）ま

で
で
す
。ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

☎
3
3
4･

1
1
7
6

福
祉

事
務
所
援
護・募
金
担
当

飼
い
主
の
い
な
い
猫
の

不
妊
等
手
術
費
助
成

保
健
医
療
課
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、行
徳
支
所
福
祉
課
、南

行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー
、大
柏
出
張
所

で
申
請
書
を
配
布
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。※
詳
し
く

は
、募
集
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
内
在
住
者

 

助
成
額 

1
頭
に
つ
き
上
限
1
万
円
。

1
人
5
件
ま
で
。

 

定
数 

抽
選
で
1
0
0
頭

 

申
請
期
間 

8
月
25
日（
火
）〜
9
月

25
日（
金
）

☎
7
0
4･

0
2
5
4 

保

健
医
療
課

園
芸
講
座「
秋
の
園
芸
作
業
」

9
月
3
日（
木
）午
前
10
時
〜
正

午　

※
午
後
1
時
30
分
〜
4
時

（
受
け
付
け
は
30
分
前
ま
で
）は
園

芸
相
談

緑
の
基
金
2
階
研
修
室（
里
見

公
園
内
）

☎
3
1
8･

5
7
6
0
 同
基
金

傍
聴
し
よ
う

<

希
望
者
は
直
接
会
場
へ>

◆
特
別
職
報
酬
等
審
議
会　

人
事

院
勧
告
な
ど
に
つ
い
て
／
8
月
25
日

（
火
）午
後
3
時
か
ら
／
市
役
所
3

階 

第
6
委
員
会
室 　
　
（
職
員
課
）

◆
社
会
福
祉
審
議
会
・
児
童
福
祉

専
門
分
科
会　

市
川
市
次
世
代
育

成
支
援
行
動
計
画
の
策
定
に
つ
い

て
／
8
月
26
日（
水
）午
後
1
時
30

分
／
市
役
所
3
階 

第
6
委
員
会

室　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

◆
自
転
車
安
全
利
用
対
策
懇
談
会

8
月
28
日（
金
）午
後
7
時
／
市
民

会
館
1
階 
第
1
会
議
室

（
交
通
計
画
課
）

◆
健
康
都
市
推
進
協
議
会 

「
健

康
都
市
連
合
日
本
支
部
第
5
回

総
会
及
び
大
会
の
報
告
」な
ど
に

つ
い
て　

9
月
2
日（
水
）午
後
3

 

お
知
ら
せ

9
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

9
月
4
日（
金
）午
前
10
時
か
ら
開

会
し
ま
す
。傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、日
程
な
ど
を
問
い
合
わ
せ
て
か

ら
、市
役
所
6
階
の
傍
聴
受
け
付
け

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。委
員
会
の
会

議
も
7
人
ま
で
傍
聴
で
き
ま
す
。ま

た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
本
会
議
の
生

中
継
と
録
画
放
送
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
の
で
、併
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

（
議
会
事
務
局
）

市
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

変
更
案
縦
覧

8
月
24
日（
月
）〜
9
月
7
日

（
月
）午
前
8
時
45
分
〜
午
後
5
時

（
土･

日
曜
日
を
除
く
）

緑
地
課（
八
幡
分
庁
舎
）

☎
3
3
2･

8
7
7
4 

同
課

8
月
30
日（
日
）か
ら
9
月
5
日

（
土
）ま
で
建
築
物
防
災
週
間

建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
は
、非
常

口
や
避
難
通
路
の
確
保
、外
壁・ガ
ラ

ス
の
落
下
防
止
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
つ
い

て
再
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。8
月

26
日（
水
）か
ら
9
月
10
日（
木
）ま

で
、防
災
査
察
や
巡
回
指
導
を
重
点

○
医
療
保
険
に
つ
い
て

　
　
［
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
］

　
　

☎
3
3
4

・1
4
9
7
 
国
民
健
康
保
険
課 

資
格
給
付
担
当

　
　
［
長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
制
度
の
方
］

　
　

☎
3
3
4

・1
4
9
8 

国
民
健
康
保
険
課 

高
齢
者
医
療
担
当

　
　

☎
0
4
3

・2
2
3

・0
0
7
5 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
　

域
連
合

　

○
介
護
保
険
に
つ
い
て

　
　

☎
7
0
4

・0
2
5
9 

介
護
保
険
課

　
　

※
右
記
保
険
以
外
の
健
康
保
険
組
合
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

　
　

方
は
、各
健
康
保
険
組
合
な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

寝室

居室

階段
寝室

台所

は火災警報器の
設置が必要です。

 
高
額
医
療･

高
額
介
護

 
合
算
制
度 

始
ま
る


